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資料２



老人保健法等の一部を改正する法律の施行について

(昭和六一年一二月二五日)
(発健医第二八五号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知)

老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六一年法律第一○六号)は、昭和六一年一二月
二二日に公布されたところであるが、改正の趣旨及び内容は次のとおりである(中略）

第一 改正の基本的考え方
人口の高齢化が急速に進む中で、増加の避けられない老人医療費を適正なものとし、
国民がいかに公平に負担していくかということは、老人保健制度を長期的に安定した
ものとしていく上で不可欠の課題であり、また、今後急増すると予想される寝たきり
老人等の要介護老人に対し、保健・医療・福祉を通じた総合的な施策の展開が求めら
れている。
今般の改正は、このような状況等を踏まえ、長期的に安定した老人保健制度を確立す
るという観点から、①一部負担の改正、②加入者按分率の引上げ、③老人保健施設の
創設を行うとともに、国民健康保険制度の改正等を行うものであること。
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四 老人保健施設の創設
(一) 今後急増すると予想される寝たきり老人等の要介護老人にふさわしい医療
サービスと生活サービスを併せて提供する施設として、老人保健施設を創設する。
（中略）

(二) 老人保健施設の定義
老人保健施設とは、疾病、負傷等により、寝たきりの状態にある老人又はこれに準
ずる状態にある老人に対し、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その
他必要な医療(以下「施設療養」という。)を行うとともに、その日常生活上の世話
を行うことを目的とする施設

⇓
今後到来する超高齢社会対策として新たに作られた高齢者施設

第二 主要な改正事項の内容等
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そして『2025年』
いよいよその時がやってきた。

さあ、いざ出陣！！

しかし・・・
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介護老人保健施設の赤字施設割合と事業収益対事業利益率の推移

【本リサーチ結果に係る留意点】
 ・資料出所は特に記載がない場合はすべて福祉医療機構である
・数値は四捨五入しているため、合計や差引が一致しない場合がある。また、図表中の「n」は

    施設数である（以下記載がない場合同じ）
 ・本稿は、福祉医療機構の貸付先のうち開設後 1 年以上経過している 1,562 施設を対象として
   おり、開設主体は医療法人が 1,193 施設 （76.4％）、社会福祉法人が 293 施設（18.8％）、
   社団法人・財団法人が 53 施設（3.4％）、その他法人（学校法人、各種法令に基づく 組合
   等）が 23 施設（1.5％）である ・従事者に係る指標は常勤従事者数（常勤換算後の非常勤従
   事者の人数を含む）により算出した ・経常利益が 0 円未満を赤字とした
                                     Copyright ⓒ 2024Welfare And Medical Service Agency (WAM). All rights reserved.
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（居住施設系）（老健）

（居住施設系）（東京都老健）
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（参考）
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医療・介護・看護業は、業種別の賃上げ率で一番低い（2.19％）結果も出ている

賃上げ額（加重平均） 賃上げ率（加重平均）

全体 9,662円 3.62%

その他サービス業 11,883円 4.57%

小売業 10,239円 4.01%

情報通信・情報サービス業 10,471円 3.69%

卸売業 10,345円 3.67%

製造業 8,954円 3.40%

宿泊・飲食業 8,407円 3.37%

金融・保険・不動産業 9,805円 3.31%

建設業 9,405円 3.29%

運輸業 5,162円 2.52%

医療・介護・看護業 5,477円 2.19%

その他 10,094円 3.58%

（出典）



そして『2025年』
「ヒト」「モノ」「お金」足らずして

介護老人保健施設に介護が必要な状態

どうする東京老健？
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